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お知らせ   
平平成成１１８８年年度度  

保保育育所所新新入入所所予予定定児児童童のの面面接接  
 
面接には、お子さまをご同伴のうえ、おいでください。（入所申

請書を提出された方のみ） 
【面接日時】２月１４日（火） 
        ９：００～１１：００（個別に通知します。） 
【場所】希望される各保育所（御宿・岩和田） 
※入所児童の保育料算定の基準とするため、平成１７年分源泉

徴収票のある方は、その写しをお持ちください。また、確定申
告される方はその写しを３月１５日までに住民課へ提出してく
ださい。 

【問い合わせ】御宿保育所所 ℡６８－２４５９ 
【問い合わせ】岩和田保育所 ℡６８－２９４４ 
【問い合わせ】住民課保育所 ℡６８－６６９５ 
 
 

消消費費生生活活講講座座をを開開催催ししまますす  
 
高齢者をねらう悪質商法の被害を未然に防ぐため、講習会を 

開催しますので、ご参加ください。 
【日時】２月７日（火）１３：３０～ 
【場所】御宿町公民館 ２階 視聴覚室 
【内容】高齢者を狙った悪質商法の手口と対策 
【問い合わせ】商工観光課 ℡６８－６７１５   
 

ママママ・・パパパパラライインンちちばばキキャャンンペペーーンン  
 
乳児・幼児をもつママ・パパの子育ての悩みや不安を聴く専用

電話です。 
子育て経験のある先輩ママ・パパたちが、あなたの気持ちを受

け止め、やさしくお聴きします。お気軽にダイヤルを！ 
 
子育て応援ダイヤル 
０４３－２０４－９３９０ 
２月１３日（月）～１７日（金） １１：００～１６：００ 
 
【問い合わせ】 
ＮＰＯ法人子ども劇場千葉県センター 

℡０４３－３０１－７２６２  FAX０４３－３０１－７２６３ 
E メール：kidchiba@lily.ocn.ne.jp 

お知らせ 

２２月月のの心心配配ごごとと相相談談 
 
【開催日】 ２日（木）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２２日（水）（一般・人権相談） 
【場所等】 地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８－６７２５ 
 

２２月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
 
○ステップエアロ ７日、１４日、２１日、２８日 １４：００～ 
○かんたんエアロ ３日、１０日、１７日、２４日 １４：００～ 
○中高年のはじめてレク １日、１５日 １０：００～ 
※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で

室内履き・飲み物を持参してください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 

大大気気汚汚染染防防止止法法のの一一部部改改正正にに伴伴うう
事事業業者者説説明明会会をを開開催催  
 
 大気汚染防止法が一部改正され、大気中に排出又は飛散し
た時に気体である有機化合物（揮発性有機化合物（ＶＯＣ））に
対する排出規制（届出、排出基準の遵守及び測定の義務付け）
が、平成１８年４月１日から開始されることになりました。 

これに伴い、下記のとおり事業者説明会を開催しますので、
お知らせします。 
 
【開催日】２月９日（木） 
【会場】東上総県民センター ４階大会議室 

所在地：茂原市茂原１１０２－１ 
※ 午後１時３０分に開始します。なお、詳細は県庁環境生活部

大気保全課のホームページをご覧下さい。 
【問い合わせ】 
  千葉県環境生活部大気保全課 大気・特殊公害指導室 

℡ ０４３－２２３－３８０４  ＦＡＸ ０４３－２２４－０９４９ 

 
お知らせ  
２２月月・・３３月月はは土土曜曜日日もも一一部部実実施施  

商商工工会会のの経経営営相相談談 
経理、決算、金融、労働、情報化、経営革新、開業、取引、環境

対策など、お気軽にご相談ください。平日は随時、受け付けていま
す。また、２月・３月は土曜日も一部実施しますのでご利用ください。
時間は午前９時から午後４時までです。 
○２月１８日（土）岬町商工会館（℡８７－２５３５） 

勝浦市商工会館（℡７３－０１９９） 
○２月２５日（土）御宿町商工会館（℡６８－２８１８） 

夷隅町商工会館（℡８６－３１０５） 
○３月 ４日（土）大原町商工会館（℡６２－１１９１） 

大多喜町商工会館（℡８２－２５３８） 
 どの会場でも利用可能です。広域連携体制により、ご相談をお受
けします。 
 
 

教教育育講講演演会会「「見見逃逃ささなないいでで！！子子どどもも
のの心心ののＳＳＯＯＳＳ」」  
【講師】明橋大二 
【日時】２月１１日(土) １３:００開場 １３:３０開演 １６:００終了予定 
【場所】槇の木学園体育館 
入場無料、保育室あり 
【問い合わせ】つくも幼児教室 ℡０４７５－４４－１２１４ 
         槇の木学園   ℡０４７５－４４－１２１２ 

不登校やひきこもりなどの子どもの問題行動の原因は何か。また、
対処法は?児童精神科医が詳しく解説。 
 
募  集 

千千葉葉県県生生涯涯大大学学校校  
平平成成１１８８年年度度学学生生２２次次募募集集  

【入学資格】県内にお住まいの６０歳以上（昭和２１年４月１日以前生
まれ）で、社会参加意欲のある方。 

【募集学科・募集人員】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【授業料】一般課程 年額 18,000 円 通信課程 年額 4,000 円 
【入学案内配布場所】生涯大学校各学園、各市町村高齢者福祉担

当課、各県民センター、各健康福祉センター、
県高齢者福祉課 

【願書受付期間】２月１０日（金）～２月２８日（火） 
【願書提出先・問い合わせ】 
 〒２６０－０８０１ 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 
 千葉県生涯大学校 事務局  ℡０４３－２６６－４７０５ 

学園 学科 募集人員 所在地
生活科Ｂ 　１６名 （千葉市）
園芸科Ｂ 　２５名 （千葉市）
福祉科 　４６名 （茂原市）
園芸科 　２５名 （勝浦市）

京葉学園
通信課程 福祉生活科 ４７１名 （千葉市）

京葉学園

外房学園



確確定定申申告告のの受受付付ににつついいてて 
つぎのとおり「所得税の確定申告」の受付をしますので、ご利用

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国民年金・厚生年金受給者の方 

１１月月３３１１日日ままででにに源源泉泉徴徴収収票票がが届届ききまますす  
国民年金や厚生年金から老齢年金を受けている方に「源

泉徴収票」が届きます。これは、平成１７年１月から１２月まで
に支払われた年金の支払金額や源泉徴収税額をお知らせ
するものです。確定申告をするときに必要なものですから大
切にしてください。 

なお、源泉徴収票に記載されている支払額は、１月から１２
月までのものです。４月から翌年３月までの「年金額」とは違
いますのでご注意ください。 
※夫婦でそれぞれ年金を受けていても、年金の種類等によって源

泉徴収票の配達日が異なる場合があります。 
 
国民健康保険に加入している方へ 
上上場場株株式式等等のの配配当当所所得得等等及及びび特特定定株株式式等等譲譲渡渡所所得得のの確確定定
申申告告とと国国民民健健康康保保険険税税のの算算定定ににつついいてて   
 
 
 

町町県県民民税税のの出出張張受受付付ににつついいてて  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
国民年金加入者の方 
確確定定申申告告ののとときき、、国国民民年年金金保保険険料料をを忘忘れれずずにに  

平成１７年１月から１２月までに納めたご本人やご家族の保険料
は、確定申告のときに社会保険料控除の対象となります。また、昨年
中に納めた前納保険料、追納保険料なども控除の対象となりますの
で、控除証明を添付し、申告してください。 
【問い合わせ】 住民課 ℡６８－６６９５ 
 

１１８８年年度度かからら変変わわりりまますす！！  
 
 
 
 

１７年度税制改正により、上記のとおり町県民税の定率減税が改正されます。 
 
６６５５歳歳以以上上のの方方にに係係るる非非課課税税措措置置のの廃廃止止  

 
 
 

６５歳以上の方で前年の合計所得が１２５万円以下の方の非課税措置が段階的に
廃止されます。  
公公的的年年金金のの所所得得のの算算出出方方法法がが変変わわりりまますす。。  
 
 
 
 
 
 
  
老老年年者者控控除除（（所所得得税税５５００万万円円・・町町県県民民税税４４８８万万円円））
がが廃廃止止ににななりりままししたた。。  

詳しいことは町税務課へお問い合わせください。 

ごご注注意意くくだだささいい！！医医療療費費控控除除  
昨年中に支払った医療費を確定申告で医療費控除する方は、

その医療費が高額療養費に該当するかを領収書の金額で確認し
てください。 
 国民健康保険では、自己負担の一部を高額療養費として支給し
ていますが、その申請には領収書が必要です。確定申告で領収書
（原本）を提出された場合、高額療養費の支給申請ができなくなりま
すのでご注意ください。 
 

高額療養費(70 歳未満)自己負担限度額 
１か月につき 
○住民税課税世帯        72,300 円 
○基礎控除後の総所得金額が670 万円を超える世帯 139,800 円 
○住民税非課税世帯        35,400 円 

上記限度額を超えた分について支給されます。ただし、保険適
用部分です。（差額ベッド代、食事代、保険適用外部分等は含みま
せん。）老人医療に該当となった方は、高額療養費申請時での領
収書は必要ありません。 
【問い合わせ】住民課 ℡６８-６６９５ 
 

介介護護保保険険ササーービビススのの医医療療費費控控除除    
介護サービスのうち、医療系介護サービスの利用料金は「医療

費控除」の対象となります。サービス事業所が発行する「居宅サー
ビス利用料領収書」「施設サービス利用料等領収書」があれば対
象となる場合がありますので、担当のケアマネージャーまたは入所
している施設にご確認ください。 
 
医療費控除に「おむつ使用証明書」を添付する方へ 
 おむつ代金を医療費控除の対象とするには、医師が記載した「おむつ
使用証明書」（保健福祉課窓口にあります）が必要ですが、下記条件に当
てはまる方は、要介護認定資料の「主治医意見書」で代用することができ
ます。 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】税務課 ℡６８－６６９２  保健福祉課 ℡６８－６７１６ 
 

介介護護保保険険料料はは社社会会保保険険料料でですす  
 平成１７年中に納めた「介護保険料」は、全額社会保険料控除の
対象となります。忘れずに申告してください。 
 ※介護保険料（口座振替の方等）の納付証明書は、保健福祉課
窓口で発行します。 
【問い合わせ】保健福祉課 ℡６８－６７１６ 

　　町県民税の申告書は2月に配布されますが、次の日程で出張申告受付を

　実施いたしますので、ご利用ください。

　（税務課窓口では、随時受付しております。）

地区 受付場所

午前 9:00～11:30 須　賀 須 賀 区 民 館

午後 1:30～  4:00 浜 浜 青 年 館

午前 9:00～11:30 高山田 高 山 田 区 民 館

午後 1:30～  4:00 御宿台 御 宿 台 集 会 所

午前 9:00～11:30 久　保 久 保 区 民 館

午後 1:30～  4:00 新　町 新 町 会 館

午前 9:00～11:30 六軒町 六 軒 町 青 年 館

午後 1:30～  4:00 岩和田 岩 和 田 青 年 館

午前 9:00～11:30 実谷・七本 実 谷 区 民 館

午後 1:30～  4:00 上布施 新上布施消防詰所
※　上記の場所では、「所得税の確定申告」の受付はできません。

受付月日 受付時間

2月27日

2月28日

3月1日

3月2日

3月3日

月

火

水

木

金

定率減税の見直し
年　　　度 17年度 18年度 19年度
定率減税率 15% 7.5% 0
減税の上限 40,000 20,000 0

受給者の年齢 公的年金の収入金額の合計（A）
330万円以下 （A） ー 1,200,000
330万円超～410万円以下 （A） × 75％ｰ375,000
410万円超～770万円 （A） × 85%-785,000
770万円超 （A） × 95％ｰ1,555,000
130万円以下 （A） ー 700,000
130万円超～410万円以下 （A） × 75％ｰ375,000
410万円超～770万円以下 （A） × 85%-785,000
770万円超 （A） × 95％ｰ1,555,000

65歳未満の方

年金（雑）所得額

65歳以上の方

条件 
①要介護認定を受けている方 
②前年の確定申告で医療費控除に「おむつ使用証明書」を添付した方 
③主治医意見書におむつ使用が認められるような記載がされている方  

年　度 17年度 18年度 19年度 20年度
所得割 非課税 1/3 2/3 全　額
均等割 非課税 1/3 2/3 全　額

受付内容 持参するもの

【日時】2月1６日（木）～ ①印鑑、源泉徴収票など収
入のわかるもの

3月15日（水） ②昨年の申告書の控

（土・日曜日を除く）③生命保険、損害保険料の
支払証明書など

  9:00～12:00
13:00～16:00

【場所】保健センター２階 ⑤その他申告に必要なもの
20３小会議室 ※還付の場合、本人の口座

番号が必要です。
※午前中の受付人数が多いときは、午後になる場合があります。

【日時】２月２８日（火）
  9:30～12:00
13:00～16:00 同　　上

【場所】保健センター２階
201大会議室

年金受給者の方へお願い

町が行なう出張受付にお越しになる方は、必ず下記の書類をお持ちください。
・年金や給与等の源泉徴収票
・国民健康保険税等の17年中に支払ったことがわかる書類
・生命保険・損害保険料の支払証明
・印鑑

日時・場所

税制改正に伴い、今までは町県民税の申告のみの方でも、17年分年金の源泉
徴収票から、所得税が徴収されている場合は必ず確定申告をしてください。

④国民年金保険料支払証明
書（国民年金保険料の証明
がないと控除できない場合
があります。）

税務課職員による
申告受付

茂原税務署による
出張申告相談

所　得 課税関係の選択 御宿町国民健康保険税への影響
源泉徴収のみ 国民健康保険税の算定基礎となる所得に含まれない
確定申告 国民健康保険税の算定基礎となる所得に含まれる
特定口座の源泉徴収のみ 国民健康保険税の算定基礎となる所得に含まれない
特定口座の源泉徴収分を
含めて確定申告

配当所得等

特定株式等
譲渡所得 国民健康保険税の算定基礎となる所得に含まれる

　上場株式等の配当所得等及び特定口座による上場株式等の譲渡所得（特定株式等
譲渡所得）については､源泉徴収のみにより課税関係を終了することができますが、確
定申告を選択することもできます。
　ただし、これらを含めて確定申告した場合には、株式譲渡益・配当所得等は国民健康
保険税の算定基礎となる所得に含まれますが、源泉徴収により課税関係を終了した場
合は含まれないこととなりますのでご留意ください。


